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医療構造改革の目指すもの  

1今回の医療構造改革の背景  

（1）これまでの議論の経過   

～医療費の伸びの抑制をめぐる議論～  

（2）国民のあるべき健康と医療の在り方を踏まえた医療貴通正化の構図  

（1）生活習慣病対策（予防の重視）  

（2）入院から在宅までの切れ目のない医療の提供（医療機能の分化・連携）  

①地域連携クリテイカルパスの普及・推進等連携の強化  

② 療養病床の再編成  

③ 在宅医療の推進  

（3）三計画（医療計画、健康増進計画、介護保険事業支援計画）及び医療貴通正化計画   
の整合性のとれた推進  

（4）医師確保に向けた総合的な対応  

（5）短期的な医療費適正化対策  

（6）新たな高齢者医療制度の創設  

（7）医療費適正化方策と整合性のとれた医療保険者の再編一統合  

旦医療構造改革を進める体制の整値  

＼  －＿▼＿   



医療制度改革法の概要  
医療制度改革大綱の基本的な考え方  

上長質な医療を提供する体制の確立を図るための医療  

法等の一部を改正する法律1  

①都道府県を通じた医時機関に関する情報の公表制度．の創設  

など情報提供の推進  

②医療計画制度の見直し（がんや小児救急等の医療連携体制  

の構築、数値目標の設定等）等  

③地域や診療科による医師不足問題への対応（都道府県医療  

対策協議会の制度化等）  

④医療安全の確保（医療安全支援センターの制度化等）  

⑤医療従事者の資質の向上（行政処分後の再教育の義轟特等）  

⑥医療法人制度改革  等  

⊥＿安心・信頼の医療の確保と予防の重視  
（1）患者の視点に立った、安全・安心で質の高い医療   

が受けられる体制の構築   

・医療情報の提供による適切な選択の支援   

・医療機能の分化・連携の推進による切れ目のない  

医療の提供（医療計画の見直し等）   

・在宅医療の充実による患者の生活の質（QOL）の  

向上   

・医師の偏在によるへき地や小児科等の医師不足  

問題への対応 等  

（2）生活習慣病対策の推進体制の構築   

・「内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）」の概  

念を導入し、「予防」の重要性に対する理解の促 

進を図る国民運動を展開   

・保険者の役割の明確化、被保険者・被扶養者に  
対する健診・保健指導を義務付け   

・健康増進計画の内容を充実し、運動、食生活、喫  
煙等に関する目標設定 等   

2．医療費適正化の総合的な推進  
（1）中長期対策として、医療費適正化計画（5年計画）   
において、政策目標を掲げ、医療費を抑制（生活習   
慣病の予防徹底、平均在院日数の短縮）  

（2）公的保険給付の内容・範囲の見直し等（短期的対   

策）   

3．超高齢社会を展望した新たな医療保険制度   
佐系の実現  

（1）新たな高齢者医療制度の創設  

医療計画、介護保険事業支援計画、  
康増進計画との調和が必要  

①医療費適正化の総食的■な推進  

，J・’ ・医療費適正化計画の策定、保険者に対する一定の予防健診  
の義務付け  

・保険給付の内容、範囲の見直し等  

・介護療養型医療施設の廃止  

②新たな高齢者医療制度の創設（後期高齢者医療制度の創設、  
前期高齢者の医療費にかかる財政調整）  

③都道府県単位の保険者の再編一統合（国保の財政基盤強化、  

政管健保の公法人化等） 等   
（2）都道府県単位の保険者の再編・統合  



医 療 費 の 動 向  

○我が国の国民医療費は国民所得を上回る伸びを示している。  
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物価スライド実施  

60  5  6  
・老人一部負担・食事療養   ・被用者本人・診療報酬  

2割負担へ 薬価等の  
引上げ  改定  

・外来薬剤一 ▲1．3％  

部負担導入  

診療報酬・・被用者本人  
薬価等の改定 3割負担へ  
▲2．7％  引上げ  
高齢者1割  

負担徹底  

介護保険制度  
が施行  
高齢者1割  

負担導入  

金の引上げ  
（外来900円／月  

→1000円／月、  

入院600円／   

日 －→700円／   

日）  

費制度の  

創設  

国民医療費等の対前年度伸び率（％）  
60   5   6   7   8   9   10   ‖   12   13   14   15   

国民医療費   6．1   3．8   5．9  4．5  5．6   1，6   2．3  3．8  ▲1，8  3，2  ▲0．5  1．9   

老人医療費  12．7  7．4   9．5   9．3  9．1   5．7   6．0  8．4  ▲5，1  4．1   0．6  ▲0．7   

国民所得   7，4  ▲0．1  1．4  0．1   3．3  1．2  ▲3．1  ▲1．6  1．5  ▲2，8  ▲1．7  1．8   

注1二国民所得は、内閣府発表の国民経済計算（2004年12月発表）による。  

汗2＝老人医療曹は、平成14年の制度改正により、対象年齢が70歳から段階的に引き上げられており、平成15年10月よリ71歳以上と  

なっている。  3   



年齢階級別受療率（主として生活習慣病に分類される疾患について）  
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□Ⅸ 循環看貫系の疾患（高血圧   
性疾患、虚血性心疾患、脳梗   
塞など）  

■Ⅳ 内分泌、栄養及び代謝疾   
患（糖尿病など）   

田Ⅱ 新生物  

□その他の傷病  

□ⅩⅠⅡ 筋骨格系及び結合組織   
の疾患（関節症など）   

ロⅨ 循環器系の疾患（高血圧   
性疾患、虚血性心疾患、脳梗   
塞など）  

■Ⅳ 内分三必、栄養及び代謝疾   
患（糖尿病など）   
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（注）「患者調査」（平成14年）により作成  
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⇒ 不適切な食生活、運動不足、喫煙などで起こる病気  

○内臓脂肪症條群としての肥満症、糖尿病、高血圧症、高脂血症及びこれらの予備群  

自覚症状に乏しく日常生活に大きな支障はないが、健診で発見された後は、基本となる生活習慣の改善がなされないと・・・  

－－一 －－－－－－－－－－ 、  

、、   

境界領域期 生活機能の低下   

要介護状態   

・半身の麻痩   

・日常生活に   

おける支障  

・認知症  

重症化・合併症  内臓脂肪症候群  

としての生活習慣病  

一肥満症  

・糖尿病  

・高血圧症  

・高脂血症  

など   

不健康な生活習慣   

・不適切な食生活  
（エネルギー・食塩  

脂肪の過剰等）  

■運動不足   

・ストレス過剰   

・飲酒   

・喫煙  など   

・虚血性心疾患  

（心筋梗塞、狭心症）   

・脳卒中  

（脳出血、脳梗塞等）   

t糖尿病の合併症  
（失明・人工透析等）  

など  

肥 満  

高血糖  

高血圧  

高脂血 など   

＊ 一部の病気は、遺伝、感染症等により発症することがある。  
－－－－－－－■一一－－一一‾  

O「不健康な生活習慣」の継続により、「予備群（境界領域期）」→「内臓脂肪症候群としての生活習慣病」→「重症化・合併症」→「生活機能の低下・要介掛犬態」へと段階的に進行していく。  

○ どの段階でも、生活習慣を改善することで進行を抑えることができる。  
○ とりわけ、境界領域期での生活習慣の改善が、生涯にわたって生活の質（QOL）を維持する上で重要である。  
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脳り♭臓疾患に至る経過  

A氏 54歳 脳梗塞  

34歳l35歳l36歳l37歳l38歳】39歳l40歳l41歳  42歳l43歳   44歳l    45歳    46歳l47歳        48歳l49歳      50歳l5   1歳  52歳l    53歳  】54歳  

1Jカ・   血25以上朋巴 

検  
誠  融  b 日  

査  

結  

果   

瞳                          占   経由  虚    濾  

療  轟丹ヤ1 崖臓錘壷    ・針理 漁’  

B氏 57歳 心筋梗塞  

37歳l38歳l39歳  40歳l41歳l42歳t43歳t44歳   45歳l46歳l4  7歳l48歳l49歳  50歳l51   歳l52歳  53歳l54歳l   55歳l56歳】  
［1ノ■吉  ｝ 

57歳   

1 抗1   25以遮闇色落）壷無 

検  

査  

結  

果  

心  
ロ  

†声†異    常  
図  

吊J  

治療   】              蘭細心臆綾塵施療、        璃章  

（生活習慣病健診・保健指導の在り方に関する検討会 尼崎市野口緑氏提出資料より）  
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1人当たり老人医療真の診療種別内訳（全国平均との差）  
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ー20  

福北大長広高石京佐沖鹿熊大書山岡真東徳愛愛福和富奈宮滋島崎秋福神岐宮青島群岩山三茨栃千静新山長  

岡海阪崎島知川都賀縄児本分川口山庫京島知媛井歌山良崎賀取玉田島奈阜城森根馬手梨重城木葉岡潟形野   

道  島  山  川  
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平均在院日数と1人当たり老人医療費（入院）の相関  
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資料出所：保険局調査課調べ（厚生労働省大臣官房統言¶吉報部「平成15年病院報告」、厚生労働省保険局「老人医療事業年報」（平成15年度）より作成）  
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医療責増加の構図  
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